
42 自然災害の現状　激甚化の“診断書”

1．はじめに

近年、日本列島は毎年のように豪雨災害に見舞われ、地球温暖化による自

然災害が遠い国の出来事ではなく、私たちの日常生活に影響をもたらすもの

として意識されるようになっている。河川氾濫が同時多発するなど、河川整

備だけでは洪水防止が難しいとの認識が広がり、流域治水関連法が 2021 年

に施行された。国土の約 7 割を占める森林には土砂災害を抑止し、保水機

能を高めることが期待されている。

一方で、日本の森林は私的所有が過半を占め 1）、木材生産という生業の場

でもある。とくに近年、戦後に植林した人工林が利用時期を迎え、伐採活動

が活発化している。そうした中で災害形態も変化している。そこで、本稿で

は、近年の山地災害の特徴を既往文献と林野庁資料によって把握し、筆者が

九州で実施したフィールドワークを事例に豪雨災害が地域社会にもたらした

影響について考察する。さらに、減災のための地域で始まっている新たな試

みを踏まえ、政策課題について論じたい。

2．林野関係被害の推移と新たな災害形態

（1）統計でみる林野関係被害の動向

まず、山地で生じている災害の実態を統計数字でみておきたい。図 1 は、

都道府県の森林部局から林野庁に報告された情報をもとにした「災害情報」

で、林野関係被害の被害種別箇所数と被害額の 05 年度以降の推移を示して
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いる。東日本大震災が起きた 11 年が箇所数、被害額ともに突出している。

箇所数では、05 年度以降、毎年 5000 カ所以上の災害が報告され、16 ～ 20

年度の 5 年間は年間 1 万カ所以上の林野被害が続いたこと、土砂崩壊や土

石流などの「林地荒廃」よりも「林道施設等」の割合が箇所数としては多く、

約 8 割を占めていることが特徴である。

被害額をみると、11 年についで 18 年が 2600 億円と大きかったことがわ

かる。広範囲に線状降水帯が発生し、山腹崩壊が相次いだ「平成 30（2018）

年 7 月豪雨」が影響している。18 年の被害額は、林野庁の当初予算額の約

3000 億円に匹敵する金額である。被害額の被害種別の傾向として、1 カ所

あたりの被害額が

大きい「林地荒廃」

の割合が全期間平

均で 64％を占め

る も の の、00 年

代 前 半 に 2 割 程

度だった「林道施

設等」の被害割合

が近年、3 割程度

に高まっている。

なお、林野庁が

「林道施設等」と

して把握している

災害には、特用林

産物の施設などは

含まれるものの、

木材搬出の際に必

要となる作業道や

伐採現場に敷設さ

れる集材路の被害

は 含 ま れ て い な

い。これらを含め
図１　林野関係被害 被害箇所数（上段）と被害額（下段）の

被害種別推移

※林野庁「森林・林業統計要覧」をもとに作成。林野関係被害として病

虫害など面積で把握されている「森林被害」は除いた
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ると、林内路網の被害箇所数はさらに膨大になることが推察される。

（2）新たな災害形態の顕在化

また、林野庁「災害情報」では、「林地荒廃」の形態を把握することはで

きないが、21 年 6 月に発表された「森林・林業基本計画 2）」は、近年の林

業生産活動の活発化にともなう課題として、「近年の主伐面積に対する再造

林面積は低位にあり、林業に適し、将来にわたり維持すべき育成単層林にお

いて、人工林資源が再造成されていない状況が見受けられる」3）また、「皆伐

地において粗雑に作設された集材路から土砂の流出・崩壊が発生するケース

や、更新方法の検討が十分でないために計画した天然更新が完了していない

ケース」4）なども生じている、としている。

（3）流木災害の実態

こうした新たな山地災害は、気候変動の中で災害外力が高まっていると同

時に、ハゲ山が広がり、森林が劣化した時代とは異なる森林の資源状況と林

業生産システムが変化していることも影

響している。わが国の森林は、戦後植林

した人工林が成長するとともに、天然広

葉樹の薪炭利用が減り、蓄積量が増加し

て「森林飽和 5）」状況にあるとされてい

る。短時間に大量の雨量が降る「ゲリラ

豪雨」によって、樹木根系で抑制しうる

限界を超え、いったん山腹崩壊が発生す

ると、上部の立木が土砂とともに流下し

て、1990 年代から流木災害が各地で報

告されるようになっている。

とりわけ、「平成 29（2017）年 7 月

九州北部豪雨」（写真 1）では、「過去最

大級」と言われる約 21 万 m3 の流木が

発生した 6）。同豪雨は同年 7 月 5 日に線

上降水帯が発生し、福岡県朝倉市と同東

写真１　平成 29 年 7 月九州北部豪
雨被災の状況＝福岡県朝倉
市災害記録誌の表紙写真
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峰村、大分県日田市の山間

地域に 9 時間で 774mm（朝

倉市北小路公民館観測所）

という短時間に記録的な豪

雨をもたらした 7）。（写真2）

にみるように、谷地形部分

の土砂崩壊が多発し、土砂

とともに流木が家屋に流れ

込んだ。流木が民家や農地

に直接被害をもたらすとと

もに、橋梁を塞いで筑後川

に注ぐ多くの支流が氾濫

し、被害を拡大させた。流

木は、筑後川から有明海まで流出し、水産業へも甚大な被害をもたらした。

流木災害は 1990 年代から河川研究者の間で問題視されてきたものの、九

州北部豪雨の被害によって、森林の問題として広く認識されるようになった。

林野庁では、流木被害対策として、流木を流下させないためのスリット式の

治山ダムをハード対策として重視するようになった 8）。同時に、被災地域は

スギを中心として人工林率が 8 割を超える林業地であり、流木災害のリス

クを減じるための森林管理や林業のあり方にも疑問が呈された。

渓流や河川沿い、斜面の雨水を集める地形で崩壊発生地点となりやすい「ゼ

ロ次谷」での森林の配置や管理について、三重県や長野県、大分県などでは

流木となりやすい樹木の伐採や間伐、針広混交林化の促進などの独自施策も

始まっている 9）。今後、それらの施策効果を検証し、生物多様性保全にとっ

ても重要な渓畔管理のあり方、一般的に樹木の成長がよいゼロ次谷部分の林

業生産との調整などを議論する必要がある。

（4）皆伐施業地における土砂災害

森林飽和という状況の下で流木被害が激甚化する一方で、皆伐地や林内路

網を起点とした土砂災害も近年多く報告されている。森林状況の変化との関

連でみると、日本全体では森林蓄積が増加する現状にあるものの、2010 年

写真２　平成 29 年 7 月九州北部豪雨被災地の表層
崩壊の現場＝大分県日田市大鶴地区、2017
年 7 月 25 日撮影
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代になって九州、東北、北海道を中心に利用段階を迎えた人工林資源の主伐

（その多くが皆伐施業）が活発化している。

国際的に木材需給が逼
ひっ

迫
ぱく

する中で、国内の木材産業が国産材利用を進めて

おり、政府も林業を成長産業と位置づけた。それまでの間伐推進だけでは

なく、14 年以降は主伐・再造林を推進している。その流れにおいて、素材

生産の現場では、生産コストの削減と労働生産性を上げるために、00 年代

後半以降、高性能林業機械が急速に普及している（図 2）。とくにフォワー

ダ、プロセッサ、

ハーベスタが拡

大している。こ

れらは車両系林

業 機 械 と 称 さ

れ、伐採地に高

密度で集材路を

つくって材を搬

出する（写真 3）
10）。

皆伐面積が増

加している熊本

県南部の球磨川

流 域 で は、「 令 和 2（2020）

年 7 月豪雨」によって球磨

川の洪水氾濫と土砂災害で甚

大な被害が発生した。同流域

は 00 年代から皆伐が進んだ

地域である。皆伐後、再造林

しても新しい樹木根系が育つ

20 年生ごろまでは崩壊リス

クが高まることがこれまでも

知られているが 11）、無秩序

な伐採や作業道・集材路開設

図２　高性能林業機械台数の変化

※林野庁「森林・林業統計要覧」および林野庁ホームページ「高性能林業

機械の保有状況」をもとに、林野庁「令和 2 年度　森林・林業白書」を

一部加工して作成

写真３　車両系高性能林業機械による伐採現場
　　　　＝ 2022 年 10 月 6 日、吉村哲彦氏撮影
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が山腹崩壊要因となっている箇所がみられる。

人的災害が大きかった球磨村を対象として、NPO 法人自伐型林業推進協

会が実施した Google Earth 画像の目視による崩壊種類調査 12）によると、崩

壊の 45％は皆伐地、44％が作業道起因、5％が林道・公道起因で、これらを

合わせた 94％が林業施業に関係していると指摘している。地元住民、とく

に内水面漁業者からも皆伐施業による土砂流出量の増加と土砂災害リスクの

高まりに対する懸念の声が上がっている。

なお、同流域で 02 年にスギ 40 年生 96ha の皆伐後、再造林が放棄された

林地を調べた寺本らの研究によると 13）、30 度以上の急斜面が伐採面の 6 割

を占め、伐採前から表層崩壊が発生していたこと、伐採後 5 年目に根系が

腐朽していたこと、5 年間の土砂の侵食・崩壊はすべて路網起源であった、

とされている。年生産土砂量は、伐採前には約 980m3 / km2・年であったが、

伐採後 5 年平均で 16960m3 / km2・年と約 17 倍も増加し、伐採後 6 年目に

は 1170m3 / km2・年であったこと、路網の幅員によって生産土砂量は大き

く異なり、4m 幅と 3m 幅を比較すると、前者が後者の 19 ～ 26 倍も多いこ

とを指摘している。

今後、上空からの画像では判読が困難な、間伐遅れやシカ害被害 14）によ

る土砂流出などと合わせて考察し、林業のあり方を環境保全的にする方策の

研究が求められる。それらの知見を踏まえて、素材生産活動の制限や環境保

全型林業の支援のあり方について、林業者と行政や地域住民との合意形成を

計ることが必要である。

３．豪雨被害が山村社会に与えた影響

（1）人口と世帯数の減少

次に、以上のような豪雨による山地災害が山村社会に与えた影響を紹介す

る。

先に紹介した 17 年 7 月の九州北部豪雨の被災地の戸数変化をみると、豪

雨被害が集中した朝倉市旧杷木町は、災害前の 4 小学校区に 50 集落、2154

戸から、19 年 9 月段階で 1911 戸と 10％以上の減少となった 15)。とくに

花崗岩地質が多く、被害が集中した松末校区では、戸数が半分以下となり、
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11 集落のうち 4 集落は長期にわたって避難指示地区とされ、居住戸数がゼ

ロとなった。4 集落は柿などの果樹と林業が盛んだった集落である。

20 年 7 月の豪雨被災地の熊本県球磨村では、国勢調査による人口が同 10

月に 2438 人となり、15 年調査の 3698 人から 34.1％も減少した。この 5 年

間の人口減少率は全国の市町村で最も大きかった。

このように、過疎が進んだ山村において近年の激甚化する災害は人口と世

帯数を減少させ、集落消滅を進めていると考えられる。

（2）豪雨被害による森林所有者への影響

また、豪雨災害は森林所有者へも大きな影響を与えている。二つの調査事

例を紹介したい。

大分県日田地方は 17 年 7 月の九州北部豪雨、20 年の 7 月豪雨と立て続

けに被害が発生した。一つ目の事例は、同市中津江村の大規模森林所有者 A

氏である。20 年に時間雨量 120mm、24 時間雨量 500mm 以上の豪雨によっ

て、1200ha の管理山林に敷設した 35 本の 4m 幅の基幹となる作業道のうち、

26 本が法面崩壊、路肩崩壊、路面侵食によって使用できなくなった。被災

前まで、A 氏は間伐を主体に年間 2000m3 程度の素材生産をしていた。新た

な取り組みとして、工務店や設計士への独自販路を確保し、林業の 6 次産

業化を本格化させようとした矢先の被災であった。直営作業班で若手林業者

を確保し、機械化にも着手していた。

数時間に集中して降った雨によって、作業道の被災調査に 1 年間を要し、

災害復旧作業と行政手続きを優先させるため、素材生産は約 2 年間ストッ

プせざるを得ないとのことであった。21 年春から、米国発の木材需要拡大

による「ウッドショック」で木材価格が上昇した。川下の木材加工工場から

は「山から木が出てこない」という声も聞かれる。しかし、生産したくても、

この数年間の豪雨被害によって、生産活動の再開ができない林業経営者も多

いことが予想される。

前述した災害情報に計上されている被害額は、被災現場の復旧に要する費

用を基に算出されているが、林道・作業道の損壊は森林所有者に収入機会の

喪失という形で経済的損失を与えている。

さらに、二つ目の調査事例は日田地方で実施した九州北部豪雨で被災した
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森林所有者調査である。林業経営意欲が低下し、とくに土砂・流木災害を経

験した地域では、所有林が崩壊し樹木が流下して下流域に被害をもたらすこ

とを恐れ、森林の売却意向が強まっていた 16）。

４．まとめにかえて～減災に向けた新たな取り組み～

以上みたように、近年の豪雨被害は、山村の人口減や森林所有者への経済

的損失と意欲低下をもたらしている。一方で、環境保全的な林業をめざす新

たな取り組みも始まっている。

熊本県は、22 年 4 月に「森林所有者及び林業者のための『林地保全に配

慮した林業のガイドライン』」17）を作成し、普及を図っている。急傾斜地や

人家に近い場所では皆伐を避けること、崩壊発生源の可能性が高い場所を避

けた伐採や道づくりをすること、架線による木材搬出、水を分散させる道づ

くり、皆伐後の適切な植栽などを推奨している。ガイドラインは自主的な取

り組みであるが、流域住民を含め広く「地域に認められる林業」のあり方を

模索する林業経営者が施業方針を定め、現場技術者の意識改革につながるこ

とが期待される。

また、民間レベルでも、本稿で紹介した被災各地において、「自伐型林業」

に取り組む動きが広がっている。自伐型林業は小規模機械を用いた間伐中心

の素材生産と幅員を抑えた壊れない道づくりを特徴とする林業である。林業

の若手担い手育成という視点からだけではなく、農山村地域への移住・定住

を進め、消防団に加入するなど防災の担い手としての活躍も注目されている18）。

こうした新たな取り組みを促進させるためには、大規模・集中化の方向で

はなく、環境への負荷を低減させるような小規模林業を位置づけることが必

要である。大規模専業的な林業経営のみを視野に入れた森林政策からの脱

却、および様々な取り組みと減災効果に関する森林科学研究の進展が求めら

れる。
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